
 

別記 

個人情報取扱特記事項 

（ 基本的事項）  

第１ 条 乙は、 こ の契約を履行するに当たり 、 個人の権利利益を侵害するこ と のないよう 、 個人情報

（ 個人情報の保護に関する法律（ 平成 15 年法律第 57 号） 第 2 条第 1 項に規定さ れるものをいう 。

以下同じ 。 ） の保護の重要性を認識し 、 個人情報の保護に関する法令及び新潟市水道局保有個人情

報の適切な管理のための措置に関する要領（ 令和 6 年 7 月 1 日制定） を遵守し 、 適正に取り 扱わな

ければならない。  

（ 秘密の保持）  

第２ 条 乙は、こ の契約を履行するに当たっ て知り 得た個人情報を他に漏ら し てはならない。こ の契約

が終了し 、 又は解除さ れた後においても 、 同様と する。  

（ 収集の制限）  

第３ 条 乙は、こ の契約の履行に当たって個人情報を収集すると きは、こ の契約の履行に必要な範囲内

で、 適法かつ公正な手段により 行わなければなら ない。  

（ 適正管理）  

第４ 条 乙は、こ の契約を履行するに当たっ て知り 得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他

の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じ なければならない。  

２   乙は、 こ の契約を履行するに当たり 、 個人情報の管理責任者を選任し 、 事務従事者の管理体制等

必要事項について、 甲へ書面で報告し なければならない。  

（ 利用及び提供の制限）  

第５ 条 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約を履行するに当たって知り 得た個人情報を契約の

目的以外の目的に利用し 、 又は甲の承諾なし に第三者に提供し てはならない。  

（ 複写又は複製の禁止）  

第６ 条 乙は、こ の契約の履行に当たっ て甲から引き渡さ れた個人情報が記録さ れた資料等を甲の承諾

なし に複写し 、 又は複製し てはなら ない。  

（ 資料等の返還等）  

第７ 条 乙は、こ の契約の履行に当たって甲から引き渡さ れ、又は乙自ら が収集し 、若し く は作成し た

個人情報が記録さ れた資料等は、 こ の契約終了後直ちに甲に返還し 、又は引き渡すものと する。ただ

し 、 甲が別に指示し たと きは、 その指示に従う も のと する。  

（ 従事者への周知）  

第８ 条 乙は、こ の契約の履行に従事し ている者に対し て、在職中及び退職後において、その業務に関

し て知るこ と のできた個人情報を他に漏らし てはなら ないこ と 、又は契約の目的以外の目的に使用し

てはならないこ と など、 個人情報の保護に関し 必要な事項を周知するものと する。  

（ 実地調査）  

第９ 条 甲は、必要があると 認めると きは、 乙がこ の契約の履行に当たり 、取り 扱っ ている個人情報の

状況について随時実地に調査するこ と ができる。  

（ 事故報告）  

第１ ０ 条 乙は、こ の契約に違反する事態が生じ 、又は生ずるおそれのあるこ と を知っ たと きは、速や

かに甲に報告し 、 甲の指示に従う も のと する。  

（ 指示）  

第１ １ 条 甲は、乙がこ の契約の履行に当たって取り 扱っ ている個人情報について、その取扱いが不適

当と 認められると きは、 乙に対し て必要な指示を行う こ と ができる。  

（ 契約解除及び損害賠償）  

第１ ２ 条 甲は、乙がこ の個人情報取扱特記事項に違反し ていると 認めたと きは、契約の解除及び損害

賠償の請求をするこ と ができる。  
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